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は し か の 予 防 接 種
２回接種していない人の追加接種を
　 公 費 で 負 担 す る 考 え は

法の規定等に応じ
  対 応 し た い

子
ど

も
医
療
費
助
成

　

 
 

完

全

無

料

化

の

考

え

は

近
隣

市
の
動
向
を
踏
ま
え

　

検

討

し

た

い

ごみの発生抑制の推進
　 市 の 考 え は

市民・事業者・行政の
　 更 な る 協 調 が 必 要

隆　

ミ
ワ
子
議
員　

今
回
の
は
し

か
の
流
行
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

歴
の
あ
る
人
も
半
数
程
度
含
ま
れ

て
い
る
。
理
由
と
し
て
、
野
生
ウ

イ
ル
ス
に
接
触
す
る
機
会
が
減
り
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
免
疫
が
低

く
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

平
成
18
年
か
ら
、
は
し
か
の
予

防
接
種
が
２
回
に
変
更
さ
れ
た
が
、

現
在
小
学
校
２
年
生
以
上
の
人

は
、
１
回
接
種
の
人
が
大
部
分
で

あ
り
、
流
行
が
繰
り
返
す
可
能
性

が
あ
る
。

　

し
か
し
、
追
加
接
種
は
任
意
接

種
と
な
り
自
費
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
２
回
接
種
し
て
い
な

い
７
歳
か
ら
30
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の

人
は
、
追
加
接
種
を
公
費
で
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
考
え
は
。

福
祉
保
健
部
長　

原
則
と
し
て
、

法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
定

期
予
防
接
種
等
を
実
施
し

た
い
と
考
え
て
お
り
、
対

象
範
囲
も
法
の
規
定
等
に

応
じ
、
対
応
し
た
い
。

議
員　

国
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
、
は
し
か
注
意
報

と
し
て
、
妊
婦
等
へ
注
意

を
呼
び
か
け
る
と
聞
く
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
を
活
用

奈
良
﨑　

久
和
議
員　

本
市
で
は
、

多
く
の
子
育
て
支
援
を
実
施
し
て

い
る
が
、
今
後
も
施
策
等
の
更
な

る
充
実
や
拡
充
が
必
要
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
平
成
19
年
10
月
か
ら

実
施
予
定
の
子
ど
も
医
療
費
助
成

事
業
は
、
所
得
制
限
を
設
け
ず
、

小
・
中
学
生
を
対
象
に
、
医
療
費

の
窓
口
負
担
１
割
を
助
成
す
る
も

の
だ
が
、
同
事
業
の
更
な
る
拡
充

や
負
担
を
完
全
無
料
化
す
る
考
え

は
。

　

ま
た
、ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
、育

児
援
助
等
を
行
う
産
後
家
庭
サ

ポ
ー
ト
事
業
拡
充
へ
の
取
組
は
。

す
る
考
え
は
。

福
祉
保
健
部
長　

情
報
提
供
の
参

考
と
し
、
今
後
研
究
し
た
い
。

他 

高
齢
者
に
対
す
る
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
の
公
費
助
成
に
つ
い
て

市
長　

子
ど
も
医
療
費
助
成
事
業

は
、
他
の
施
策
と
の
調
整
や
財
源

の
確
保
な
ど
の
課
題
が
あ
る
が
、

近
隣
市
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、
充

実
に
向
け
、検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
同
事
業
へ
の
補
助
制
度

を
持
つ
都
に
対
し
、
20
年
度
の
予

算
編
成
に
向
け
、
本
人
負
担
分
の

引
き
下
げ
等
に
つ
い
て
、
市
長
会

を
通
じ
て
、
要
望
し
て
い
く
。

福
祉
保
健
部
長　

産
後
家
庭
サ

ポ
ー
ト
事
業
は
、
対
象
期
間
や
利

用
可
能
日
数
等
に
つ
い
て
、
実
情

を
見
極
め
、
拡
充
等
の
検
討
を
し

て
い
き
た
い
。

西
宮　

幸
一
議
員　

現
在
、
本
市

の
ご
み
収
集
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

は
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
収
集

シ
ス
テ
ム
と
は
、リ
デ
ュ
ー
ス︵
発

生
抑
制
︶、
リ
ユ
ー
ス
︵
再
使
用
︶、

リ
サ
イ
ク
ル
︵
再
生
利
用
︶
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
３
Ｒ
を
推
進
す
る

た
め
の
手
法
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
市
は
３
Ｒ
の
働
き
掛

け
を
、
今
ま
で
ど
う
い
っ
た
組
織

等
に
対
し
て
行
っ
て
き
た
の
か
。

環
境
安
全
部
長　

府
中
市
市
民
マ

イ
バ
ッ
グ
持
参
運
動
実
行
委
員
会

や
文
化
セ
ン
タ
ー
圏
域
地
域
ご
み

対
策
推
進
員
協
議
会
等
に
３
Ｒ
の

働
き
掛
け
を
行
っ
て
い
る
。

議
員　

発
生
抑
制
の
更
な
る
推
進

が
重
要
と
考
え
る
が
、
そ
の
た
め

の
戦
略
に
つ
い
て
市
の
考
え
は
。

環
境
安
全
部
長　

発
生
抑
制
に
は

３
Ｒ
を
連
携
的
に
進
め
る
こ
と
が

重
要
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
、

市
民
、
事
業
者
、
行
政
と
い
う
３

つ
の
活
動
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
果
た
し
、
協
調
し
合
う
体
制

づ
く
り
の
研
究
が
必
要
と
考
え
る
。

他 

各
種
審
議
会
･
協
議
会
･
計
画
検
討

組
織
等
に
お
け
る
検
討
資
料
及
び
議
事

録
の
公
開
に
つ
い
て

総

務

委

員

会

文

教

委

員

会

第
29
号
議
案

府
中
市
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
条
例

厚
生
経
済
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、﹁
新
た
に
市
民
の
文
化
活
動
の
支
援

の
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
文
化
財
の
活
用
に
重
き
を
置
い
た
も
の

と
し
て
い
る
﹂、﹁
国
と
都
の
指
定
文
化
財
に
つ
い
て
も
条
例
上
の

対
象
と
し
て
い
る
﹂等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
具
体
的
な
計
画

は
、
文
化
財
保
存
活
用
計
画
策
定
協
議
会
の
提
言
等
を
踏
ま
え
、

19
年
度
を
目
標
に
策
定
し
て
い
き
た
い
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
文
化
財
を
市
民
と
協
働
で
保
存
、
活
用
し
て
い

く
と
い
う
観
点
か
ら
、
文
化
財
保
護
審
議
会
は
開
か
れ
た
も
の
と

し
、
市
民
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
望
み
、
本
案
に
賛
成
す

る
﹂等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。　

　

こ
の
議
案
は
、
平
成
18
年
３
月
の
市
文
化
財
専
門
委
員
か
ら
の

文
化
財
保
護
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
の
答
申
、
19
年
３
月
の
市
民

主
体
の
文
化
財
保
存
活
用
計
画
策
定
協
議
会
か
ら
の
提
言
を
受

け
、
府
中
市
文
化
財
保
護
条
例
の
全
部
改
正
を
行
う
も
の　

第
28
号
議
案

府
中
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、﹁
地
方
税
法
に
お
い
て
、
独
立
行
政

法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
が
所
有
す
る
業
務
の

用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
が
２

分
の
１
と
さ
れ
た
た
め
、
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
も
、
こ
の
規
定

を
準
用
す
る
﹂等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
市
内
５
箇
所
の
郵
政
関
係
宿
舎
に
つ
い
て

は
、
従
来
か
ら
一
般
課
税
し
て
い
る
﹂、﹁
日
本
郵
政
公
社
が
株
式

会
社
等
に
な
る
こ
と
に
よ
り
法
人
市
民
税
が
課
税
さ
れ
る
た
め
、

現
在
、
市
内
に
２
法
人
の
事
務
所
が
置
か
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、

約
６
８
０
万
円
の
増
収
を
見
込
ん
で
い
る
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
市
民
生
活
に
影
響
が
な
く
、
税
の
増
収
も
見
込

め
る
の
で
、
本
案
に
賛
成
す
る
﹂等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。　

　

こ
の
議
案
は
、
平
成
19
年
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ
る
郵
政
民
営

化
法
に
よ
り
、
日
本
郵
政
公
社
が
６
法
人
に
分
割
民
営
化
さ
れ
、

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
対
象
と
な
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の　

平
成
19
年
陳
情
第
３
号

朝
日
町
１
丁
目
地
内
大
規
模
開
発
予
定
地
沿
道
で
の
歩
道

設
置
に
関
す
る
陳
情

　

委
員
か
ら
、﹁
事
業
者
に
歩
道
の
設
置
を
含
め
た
事
業
計
画
へ

の
見
直
し
を
再
度
強
く
働
き
掛
け
、
あ
わ
せ
て
歩
行
者
の
安
全
性

の
確
保
に
つ
い
て
も
指
導
す
る
こ
と
を
要
望
し
、
継
続
審
査
を
主

張
す
る
﹂、
一
方
、﹁
今
後
、
市
が
住
民
と
事
業
者
の
仲
立
ち
を
し

て
、
更
な
る
安
全
確
保
を
目
指
す
こ
と
を
要
望
す
る
が
、
市
の
本

陳
情
に
対
す
る
努
力
も
認
め
る
の
で
、
不
採
択
を
主
張
す
る
﹂
等

の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

採
決
の
結
果
、
本
陳
情
に
つ
い
て
は
、
不
採
択
に
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
た
。

※
な
お
、
本
陳
情
は
、
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
採
決
の
結

果
、
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。　

　

こ
の
陳
情
は
、
朝
日
町
１
丁
目
地
内
で
予
定
さ
れ
て
い
る
宅
地

開
発
事
業
に
伴
い
、
以
前
か
ら
安
全
性
が
危き

惧ぐ

さ
れ
て
い
る
当
該

予
定
地
周
辺
道
路
に
つ
い
て
、
歩
行
者
の
安
全
確
保
の
た
め
、
道

路
管
理
者
で
あ
る
市
が
歩
道
設
置
に
主
体
的
な
責
任
を
果
た
す
こ

と
等
を
求
め
る
も
の　

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、﹁
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
の

で
き
る
業
務
と
し
て
、
使
用
の
許
可
、
不
許
可
な
ど
を
定
め
て
い

る
﹂、﹁
管
理
運
営
基
準
と
し
て
、
関
係
法
令
の
遵
守
、
個
人
情
報

の
適
切
な
取
扱
い
な
ど
を
定
め
て
い
る
﹂等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
指
定
管
理
者
が
新
た
に
事
業
等
を
企
画
す

る
場
合
に
は
、
市
の
許
可
や
承
認
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
事
故

が
発
生
し
た
場
合
の
最
終
的
な
責
任
は
、
市
に
あ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
指
定
管
理
者
制
度
導
入
後
も
、
混
乱
の
な
い
対

応
と
、
市
民
等
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
を
要
望
し
、
本
案
に
賛
成

す
る
﹂、
一
方
、﹁
市
施
設
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
方
法
を
庁

内
で
検
討
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
に
よ
り
意
見
聴
取
し
た

上
で
進
め
て
ほ
し
い
が
、
そ
う
し
た
手
続
き
が
十
分
で
な
い
こ
と

を
踏
ま
え
、
本
案
に
反
対
す
る
﹂等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

採
決
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成
多
数
に
よ
り
、
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。　

　

こ
の
議
案
は
、
市
民
保
養
所
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す

る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の　

第
32
号
議
案

府
中
市
民
保
養
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例


